
参考

救急医療用ヘリコプター（ドクターヘリ）の運航イメージ図 

＜ 今回の免許に係るイメージ ＞ 

 

 

 

ドクターヘリ 

（携帯局） 

消防救急無線

救急車消防機関

電話等 

救急医療機関 
（救命救急センター） 

※救急医療機関に基地局を設ければ、救急医療機関

とヘリコプター間で直接連絡を取ることも可能。


